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令和５年度「廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への応用事業」に係る企画競争募集要領 

 

令和５年８月４日 

福島国際研究教育機構 

 

 

福島国際研究教育機構（以下「機構」とする）からの委託研究は、本来、中期計画を達成

するために機構の研究者が行うべき研究開発を、機構が十分な研究体制を整備するまでの

間、委託により他機関の研究者の力を借りて実施するものです。採択された研究テーマの

推進に関しては、円滑な遂行と機構の方針に準拠した研究方向とするために、各研究開発

分野の分野長等を中心として機構が必要に応じた助言や提案を行うことがあります。この

ことは、機構が Funding Agency ではなく、研究機関を目指す立場を明確にして、機構自身

が研究マネジメントを行う組織であることを意味しています。従いまして、本委託費は競

争的研究資金に該当するものではなく、このため、年度評価、機構の職員としての参画や

知的財産の取扱い等について、留意していただく点があります。 

 

機構では、福島復興再生特別措置法第 110 条第１項第１号に基づく機構が実施すべき新産

業創出等研究開発のうち、令和５年度における「廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への

応用事業」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、

我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、

世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すものです。そのため、機能は、PI（Principal 

Investigator：研究代表者）を中核とした研究開発と研究インフラ整備の進展と相まって、

創業支援・企業との共同研究などの産業化機能、連携大学院や若者世代向け人材育成機能を

段階的に発揮していく計画です。研究開発に関しては、外部委託等による研究実施から直接

雇用・クロスアポイントによる研究開発への移行を順次進めていきます。 

こうした背景の下、本募集では、外部委託等による研究実施から直接雇用・クロスアポイ

ントによる研究開発へ円滑に移行しつつ、将来の機構専属の PI養成を重要な柱とすることと

しております。このため、他の研究資金配分機関が行う募集と異なる点が多くありますので、

ご留意ください。 

なお、本事業の原資は経済産業省から機構への補助金であります。委託業務事務処理マニ

ュアルを含め、関係資料の内容を承知の上で応募してください。 

また、本事業は、各年度の政府予算に基づき実施するため、予算案等の審議状況や政府方

針の変更等により、公募の内容や予算規模、採択後の実施計画、概算払の時期等が変更され

ることや事業が変更・中止・廃止されることがあります。 
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１．事業の目的 

機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするととも

に、その活動を通じて、我が国の科学技術力の強化を牽引し、イノベーションの創出に

より産業構造を変革させることを通じて、我が国の産業競争力を世界最高の水準に引き

上げ、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」

を目指しております。また、福島をはじめ東北の被災地における中長期の課題の解決、

ひいては世界共通の課題の解決に資する、国内外に誇れる研究開発を推進することとし

ています。  

福島第一原子力発電所（以下、「福島第一原発」という）の廃炉作業では、高線量環境

やがれきなど通常の軽水炉における廃炉作業と環境が異なり、大部分の作業を可能な限

り無人で行うことができる高度な遠隔技術が必要であるため、これまで様々なロボット

開発が行われてきました。機構は福島第一原発のみならず、他の原子力発電所の廃炉作

業も本格化することを踏まえ、これから５年、１０年先という中長期を見据えた廃炉作

業に対する新たな遠隔技術を探り、更なる作業効率と信頼性を高めた廃炉遠隔技術の研

究開発を行うこととしました。また、この技術を応用することで宇宙開発分野への適用

を目指した調査・実証等も行います。 

 

２．事業内容 

上記の目的を踏まえ、以下の事業内容についてそれぞれ公募を行います。 

なお、事業内容の詳細については、採択後、機構と受託者の間で協議しつつ決定する

こととします。 

 

① 現在の廃炉作業で用いられているロボットにおいて達成できていない技術や機能を

調査し、それを実現するロボットの基礎設計を行い、実機製作・実証までのロード

マップを作成してください。これらの結果を取りまとめ、報告書を作成してくださ

い。 

② 今後５年先、１０年先の廃炉作業を見据えたロボットに必要な機能を実現するため

の要素技術の開発を行っていただきます。例えば、物を取り扱うしなやかな手に相

当するマニピュレーション技術、現場の環境を再現する視覚技術、VR 技術など、人

間が遠隔でその作業を容易に従事できる技術を目指しています。これらの研究開発

を行い、その結果を取りまとめ、報告書を作成してください。 

③ ロボットが廃炉プラントにおける高放射線下においても安定的に動作可能な技術開

発を行っていただきます。例えば、デバイスや基盤、その他の電子機器の放射線に

よる誤動作防止が想定されます。この技術開発には、実際の廃炉プラントにおける

環境でも適用可能かどうか、その実証をできる環境づくりや基準作りも含んでいま

す。さらに、これらを応用することで宇宙分野においても適用可能かどうか、調査・
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検証を行っていただきます。これらの結果をとりまとめ、報告書を作成してくださ

い。 

 

令和５年度予算規模：総額 70,000万円程度とします。 

※①、②、③個別の提案も受け付けます。この場合、1 件当たり 3,000

万円程度を想定しており、複数の提案を受け付ける場合もあります。 

 

なお、本事業を受託する研究者等は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して

分かりやすく説明する活動（以下、「国民との科学・技術対話」という。）に積極的に

取り組むことが求められます（詳細は、「国民との科学・技術対話」の推進について（基

本的取組方針）（平成２２年６月１９日）を参照のこと）。 

 

３． 事業テーマの実施期間 

実施期間は、最長７年間とします。 

 

４． 年度評価 

研究開発の進捗状況の確認と次なる展開についての意見交換を行うために、分野長

ほかによるサイトビジット（現地視察）を定期的に実施します。それらの内容も勘案

して毎年度末に事業評価を行い、その結果により次年度の実施を認めます。 

年度評価の結果によっては計画の見直し又はその後の事業の中止を行う場合があり

ます。 

 

５． 中間評価 

４年目中頃に、中間評価を実施します（※７年間より短期間の場合は、契約時に

お知らせします）。 

中間評価においては、福島の復興・再生の進捗に応じた研究開発のニーズや科学

技術の進展等を踏まえ、４年目中頃までの研究実施状況を総括して評価を行い、事

業終了後までの残り期間の研究開発の方針を決定します。その場合、計画の大きな

変更や事業内容の絞り込み、又はその後の事業の中止を行う場合があります。 

 

６． 事後評価 

事後評価は、事業終了後に実施します。 

 

７． 機構の職員としての研究活動への参画について 

機構から求めがある場合、当該委託研究を実施する研究代表者又はそれに準ずる者

（受託者がコンソーシアム（※１）形式の場合は機構との協議により選定された者）

http://newintra-hp/qqgbbc/index.htm
http://newintra-hp/qqgbbc/index.htm
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に、機構による審査を経て、令和１１年３月３１日までに機構の研究職員としての身

分を取得していただき、機構の研究活動に参画していただく方針です（兼業、クロス

アポイントメント制度適用、転籍出向も含む）。 

労働条件等の必要な事項については個別に調整させていただきます。 

（※１）コンソーシアムとは、研究グループの中核機関が中心となって、次のような方法に

より設立する契約単位としての研究グループです。 

① 委託事業を実施すること等について規約を策定し、研究グループを構成する研究機関の同

意を得る方法（規約方式） 

② 委託事業を実施すること等について研究グループを構成する研究機関が協定書を交わす

方法（協定書方式） 

③ 委託事業を実施すること等について研究グループを構成する研究機関の間で共同研究契

約を締結する方法（共同研究方式） 

 

８．知的財産等の取扱い 

（１）研究成果に係る知的財産権の帰属等 

研究開発を実施することにより取得した特許権や著作権等の知的財産権及び研究開発

データの取扱いの詳細については、採択された申請者との協議を経て取り決めることと

します。 

なお、本事業の研究開発を実施することにより特許権や著作権等の知的財産権を取得

した場合、及び技術移転した場合は、委託先で行われる広報活動において当該成果が機

構の委託研究開発によるものである旨を明示してください。機構は当該知的財産権の取

得及び技術移転を、機構による委託研究開発の成果であると対外的に説明します。 

また、研究チーム（※２）を構成する場合、各再委託先への特許権等の知的財産権の

帰属については、あらかじめ受託者と再委託先の間で取決めてください。コンソーシア

ムによる研究の場合は、必要に応じて、構成員のうち、一部の機関の間で持ち分を定め

ることができます。 

本研究開発の成果による知的財産権を取得する際には、他の競争的研究資金制度など

の研究費を用いて実施した研究開発による成果と明確に区別し、研究資金の目的外使用

に関する疑義が生じることがないようご留意願います。 

（※２）研究チームとは、受託者及び再委託先で構成されるチームです。 

 

（２）成果の利用 

事業の成果を利用（研究成果を学術研究集会等において発表、研究の成果として生じ

た著作物及びその二次的著作物の公表等）できるのは、受託者及び再委託先に所属する

職員であり、国内外に係わらず請負先（※３）は利用できません。 

（※３）請負先とは、受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、
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請負契約により、他の事業者に外注するものです。 

 

また、論文発表においては、Acknowledgment（謝辞）に機構の委託研究開発による成

果である旨を記載してください。記載例は、次のとおりです。 

 

・【英文】This research was performed by the commissioned research fund provided 

by F-REI (JPFRxxxxx) 

・【和文】 本研究は、福島国際研究教育機構(F-REI)の委託研究費 (JPFRxxxxx) によ

り実施した。 

※「JPFRxxxxx」の「xxxxx」は、事業テーマごとに番号が付されるもので、契約

後に機構よりお知らせします。 

 

論文以外の学術研究集会等における発表、研究の成果として生じた著作物及びその二

次的著作物の公表等においても、当該成果が機構の委託研究開発によるものである旨を

明示してください。機構は当該成果を、機構による委託研究開発の成果であると対外的

に説明します。 

 

（３）取得資産の取扱い 

委託費により取得した資産の所有権は、「額の確定」後、機構へ移転となります。所有

権を移転した後の資産は、善良なる管理者の注意をもって管理し、機構の指示に従って

処分してください。次年度以降も継続して機構が実施する委託業務に使用を希望する場

合は、別途、物品の無償貸付等手続きにより、機構の承認を得る必要があります。 

本事業の原資は主務官庁から機構への補助金であるため、取得した資産はいずれも補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条に定

める処分制限財産となります。機構からの必要な手続きにご協力いただきたいほか、管

理に際して不明な点が生じた場合には機構までお問い合わせ願います。 

 

９．令和５年度委託契約期間 

   契約締結日～令和６年３月３１日 

   ※契約期間末日から、機構から経済産業省への補助金の報告期限までの期間が限られ

ているため、スムーズな額の確定作業等への御協力をお願いします。 

 

１０．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、参画する研究

機関等それぞれの業務分担関係が明確になっているか、当該業務を当該研究機関等が担
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うに相当な理由がある場合には、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場

合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。た

だし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。また、「コンソ

ーシアム形式による実施体制について」を作成し提出することとします。 

① 日本に拠点を有していること。なお、以下のⅰ～ⅳを全て満たすと認められる場合

には、国外企業等（国外の企業、国外の大学又は国外の研究機関をいう。以下同じ。）

との連携により実施することができるものとします。 

 ⅰ．プロジェクトの円滑かつ効率的な遂行において、当該国外企業等の参加が不可

欠又は合理的であり、その参加により日本の経済活性化に貢献が期待できるこ

と。 

 ⅱ．意図しない技術漏洩・流出を起こさないように、適切な技術管理・知的財産管

理の体制整備等がなされていること。 

 ⅲ．我が国の法令を遵守すること。 

 ⅳ．予算執行上の手続きに円滑に応じられること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員および研究開発能力等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④福島国際研究教育機構契約事務実施細則第９条（未成年者、被保佐人又は被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）及び第 10 条の規定

に該当しない者であること。 

⑤機構及び経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられてい

る者ではないこと。 

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に機構との契約を解除されている者ではないこと。 

⑦外国為替及び外国貿易法第５５条の１０第１項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守

できる体制を有していること。応募時点において遵守できる体制を有してしない者にお

いては、事業終了までに「輸出者等遵守基準」を遵守できる体制を整備できること。な

お、採択に当たっては、既に輸出者等遵守基準を遵守できる体制を有している者におい

ては、（様式４）「安全保障貿易管理への対応状況」により確認することから、必要事項

の記載及び必要書類をご提出ください。また、事業終了までに当該体制を整備する者に

おいては、採択に当たり、事業終了までに当該体制を整備する旨の誓約書（様式５）を

作成するとともに、（様式４）「安全保障貿易管理への対応状況」への必要事項の記載及

び必要書類をご提出ください。 

【参考】 輸出者等遵守基準 

業として輸出・技術提供を行う者（輸出者等）に対し、遵守が義務づけられてい

る規程。安全保障上機微な特定重要貨物等を扱わない輸出者等には、１）貨物等を

確認する責任者を定めること、２）法令遵守の指導を行うことについて、遵守が義
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務づけられている。安全保障上機微な特定重要貨物等を扱う輸出者等には、さらに

１）代表者を責任者とすること、２）輸出管理体制を定めること、３）該非確認の

手続きを定めること、４）用途と需要者の確認手続きを定めて、手続きに従って確

認を行うこと、５）出荷時に該非確認した貨物等との一致性を確認すること等につ

いて、遵守が義務づけられています。 

 

【応募に当たっての留意事項】 

Ⅰ．不合理な重複及び過度の集中の排除 

「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日競争的研究資金に関す

る関係府省連絡会申し合わせ策定）を踏まえ、経済産業省所管、他府省庁のすべての研究

資金について、不合理な重複注 1及び過度の集中注 2が認められた場合は、不採択になること

があります。また、応募書類に事実と異なる記載をした場合は、不採択、採択取消し又は

減額配分になることがあります。 

注 1 「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の研

究資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合

をいいます。  

・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、

複数の研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 

・既に採択され、配分済の研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて

応募があった場合 

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

・その他これらに準ずる場合 

注 2 「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）

に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、

その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場

合をいいます。  

・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されていると認

められる場合 

・当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究

の実施に必要とする時間の配分割合（％））に比べ、過大な研究費が配分され

ている場合 

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

・その他これらに準ずる場合 

 

Ⅱ．研究活動の不正行為への対応 

（１）研究機関の研究体制の整備と実施状況の確認 
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研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については、「研究活動の不正行為への

対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定（平成２７年１月１５日最

終改正））（以下「不正行為指針」という。）に準じて、機構は資金配分機関として、本事

業の委託先は研究機関として必要な措置を講じることとします。 

研究機関における研究体制の整備については、不正行為指針に基づき、必要な規定の

整備を含む実効的な取組を行ってください。なお、同指針に基づき、本事業に関する研

究費の契約手続きに当たって、研究機関における行動規範の策定や機関に所属する研究

者に対する研究倫理教育注 1の実施状況について確認注 2をさせていただくとともに、必要

に応じ、こうした指針への対応状況等について中間検査等の際に確認を行います。 

注 1 申請者が所属する研究機関において、研究倫理教育が行われていない場合、研究

倫理教育を実施してください。なお、その際、経済産業省が作成した「研究不正

を防ぐために～経済産業省所管の研究資金を活用した研究活動における研究不正

行為と研究資金の不正使用・受給の防止～」※1、日本学術振興会（JSPS）の研究

倫理教育教材※2や一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）の研究倫理教育 e ラー

ニング※3を参照することもできます。 

※1 経済産業省のホームページに掲載 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/

kenkyu-fusei-shishin.html 

※2 日本学術振興会（JSPS）のホームページに掲載 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html 

※3 一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）のホームページに掲載 

https://edu.aprin.or.jp/ 

注 2 研究資金の契約手続きが円滑に行われるよう、応募された提案の採択時に研究機

関における行動規範の設置状況と研究倫理教育の実施有無を併せて確認させてい

ただきます。その時点までに研究機関内で研究倫理教育が実施されていない場合

は、早急に行ってください。 

 

（２）不正行為があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正行為があると認められた場合の措置 

   本事業において、不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

① 不正行為の重大性などを考慮しつつ、当該研究資金の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者（論文等の

著者、論文等の著者ではないが当該不正行為に関与したと認定された者）に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正行為の程度などによ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降２～１０年間） 

③ 不正行為に関与しないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）に対

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html
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し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：責任の程度等によ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３年間） 

④ 他府省等※を含む他の資金配分機関に対し、当該研究不正行為に関する措置及び措置

の対象者等について情報提供します。このことにより、研究不正行為があったと認定

された研究において、研究不正行為に関与したと認定された者又は研究不正行為に関

与しないものの論文等に責任を負う著者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究

資金への応募が制限される場合があります。 

※ 「他府省等」は、機構以外の府省及び独立行政法人を指します。 

⑤ 機構は、不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった

者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称及び当該研究資金

の金額、研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などについて

公表します。 

２）他の資金配分機関の事業において不正行為が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正行為があると認められ、措置

を行うとの通知を受けた場合、機構の事業においても、資金配分の停止、申請の不採

択及び応募申請制限について、同様に取り扱います。 

 

（３）過去の研究資金において不正行為があったと認められた場合の措置 

過去の研究資金において、不正行為があったと認定された者（当該不正行為があった

と認定された研究に係る論文等の責任を負う者として認定された場合を含む。）は、不正

行為指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

Ⅲ．公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

（１）研究費の管理体制の整備と実施状況の確認 

研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公

的研究費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策定

（平成２７年１月１５日最終改正））（以下「不正使用指針」という。）に準じて、機構は

資金配分機関として、本事業の委託先は研究機関として研究費の管理体制の整備等の必

要な措置を講じることとしています。 

研究機関における研究費の管理体制の整備等については、不正使用指針に基づき、研

究費の申請の際に、書面による報告を求めることがありますので、求められた場合には

直ちに提出してください。なお、当該年度において、既に他府省等を含む他の資金配分

機関に同旨の報告書を提出している場合は、その写しの提出をもって代えることができ

ます。この他に、研究機関における研究費の管理体制の整備等の実施状況を把握するた

め、必要に応じて、実地検査を行うことがあります。 

また、研究機関において、同指針に基づき、当該研究費の運営・管理に関わる全ての
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研究者及び事務職員に対し、不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方

針等の教育（コンプライアンス教育）を実施することが必要です。 

 

（２）研究費の不正使用等があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正使用等があると認められた場合の措置 

本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じ

ます。 

① 不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降

の応募を制限します。（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を

返還した年度の翌年度以降１～１０年間） 

③ 偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究

費を返還した年度の翌年度以降５年間） 

④ 不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究

費を返還した年度の翌年度以降１～２年間） 

※ 善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務 

⑤ 他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対

象者等について情報提供します。このことにより、不正な使用を行った研究者及びそ

れに共謀した研究者、不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者、及び不

正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者は、他

府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。 

⑥ 機構は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となっ

た者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の名称及び当該研究費の金

額、研究内容と不正の内容、研究機関が行った調査結果報告書などについて公表しま

す。 

２）他の資金配分機関の事業において不正使用等が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正使用等を行ったと認められ、

措置を行うとの通知を受けた場合、機構の事業においても同様に、本事業を含む機構

所管の全ての研究資金への応募申請を制限します。 

 

 （３）過去の研究費において不正使用等があったと認められた場合の措置 

過去に配分を受けた研究費において、不正使用等を行った者（当該不正使用等を共謀

した研究者及び善管注意義務に違反した研究者を含む。）は、不正使用指針に基づき、本
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事業への参加が制限されることがあります。 

 

（参考） 

機構所管の研究資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等に関する告

発・相談受付窓口 

福島国際研究教育機構 研究開発推進部研究開発推進第一課 

〒９７９－１５２１ 福島県双葉郡浪江町⼤字権現堂字⽮沢町６番地１ 

TEL   ０２４０－４１－９９８６ 

E-mail   F-REI_pa_robotics@f-rei.go.jp  

 

Ⅳ．安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

（１） 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外

国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」という。）に基づき輸出管理※１

が行われています。外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場

合は、原則外為法に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があります。 

※１ 我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①輸出貿易管理令別表第

１及び外為令別表第１に記載の品目のうちある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を

輸出（提供）しようとする場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リ

スト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、軍事転用されるおそれ

がある場合（用途要件・需要者要件又はインフォーム要件を満たした場合）に、経済産業大臣の

許可を必要とする制度（キャッチオール規制）から成り立っています。 

 

（２） 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を

外国の者（非居住者）又は特定類型※２に該当する居住者に提供する場合等は、その提

供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・

試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記録媒体で提供すること

はもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技

術支援なども含まれます。外国からの留学生や研究者の受入れや、共同研究等の活動の

中にも、規制対象となる技術の提供が含まれる場合があります。本委託事業を通じて取

得した技術等を輸出（提供）しようとする場合、又は本委託事業の活用により既に保有

している技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象となる場合があ

りますので御留意ください。 

※２ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法

第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引

又は行為について」1. (3)サ①～③に規定する特定類型を指します。 
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（３） また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供

を業として行う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります※３。こ

のため、契約締結時までに、本委託事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の

輸出が予定されているか否かの確認及び、輸出の意思がある場合は、管理体制の有無に

ついて確認を行う場合があります。輸出の意思がある場合で、管理体制が無い場合は、

輸出又は本委託事業終了のいずれか早い方までの体制整備を求めます。また、本事業を

通じて取得した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部

又は一部を解除する場合があります。 

※３ 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務

があります。また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」にある管理体制を

基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に

不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を言います。 

 

（４） 安全保障貿易管理の詳細については、以下をご覧ください。 

・経済産業省：安全保障貿易管理（全般）  

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

（Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html ） 

・安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）： 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_j

ishukanri03.pdf 

・大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル： 

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf 

 ※企業向けは一般財団法人安全保障貿易管理センターのモデル CPも御参考下さい。 

https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html 

・安全保障貿易ガイダンス（入門編）  

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 

 

１１．コンソーシアムについての要件 

 コンソーシアムは、以下の①、②の要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれ

の業務分担関係を明確にした上で、コンソーシアムの幹事法人から応募していただく必要が

あります（「コンソーシアム形式による実施体制について」を作成し提出すること）。 

① コンソーシアムを組織して共同研究を行うことについて、コンソーシアムに参加する全

ての機関が同意していること。 

② コンソーシアムと機構が契約を締結するまでの間に、コンソーシアムとして、実施予定

の事業テーマに関する規約を策定すること（規約方式）、コンソーシアム参加機関が相互
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に実施予定の事業テーマに関する協定書を交わすこと（協定書方式）又は共同研究契約

を締結すること（共同研究方式）が確実であること。 

なお、採択後、契約締結までの間に、当該コンソーシアムを構成する研究機関等に重大 

な変更等があった場合には、採択を取り消し、改めて委託先の選定を行うことがありま

す。 

 

１２．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

 

（２）採択について：事業内容ごとに複数件採択する場合があります。 

 

（３）令和５年度実施内容、契約金額：最終的な実施内容、契約金額については、機構と調

整した上で決定することとします。 

 

（４）成果物の納入：事業報告書の電子媒体１部を機構に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、機構が指定するファイル形式に加え、透明

テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せて納

入。 

 

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の

支払い（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相

談ください。 

 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則

として現地調査を行い、審査に合格したものについて支払額を確

定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな

ります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

ます。 

 

（７）留意事項： 採択された事業内容については、予算の成立を前提に、機構と研究代表

者の所属する機関（受託者）との間において（コンソーシアムにより事業
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テーマを実施する場合は、コンソーシアムの幹事法人と機構との間におい

て）、国の会計年度独立の原則に従い単年度ごとに委託契約を締結するこ

とになります。 

事業の進捗状況等を踏まえ、機構が評価、助言を適宜行い、年度途中で

も研究計画の見直しを指示し、契約変更を行うことがあります。 

また、機構が事業の進捗状況等を確認し、適宜評価、助言を行うために、

研究代表者は、機構と打合せを、四半期に 1回程度実施していただきます。

そのうち、半期に一度は機構の F-REI本部（福島県浪江町）での実施を想

定しています。 

 

１３．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和５年８月４日（金） 

    締切日：令和５年９月２９日（金）１７時必着 

 

（２）説明会の開催 

以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、１８．問い合わせ先へ連絡先
（社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス）を令和５年８月１４日（月）１
７時までに登録してください。（事前にテスト連絡をさせていただく場合がありま
す。）「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有させていただきますの
で、その旨を連絡していただくとともに連絡先を登録してください。 
令和５年８月１７日（木）１５時 

 

（３）応募書類 

① 以下の書類を（４）により提出してください。 

・申請書（様式１） 

・企画提案書（様式２） 

※本事業の実施責任者となる事業代表者を指定してください。 

・事業概要（様式３） 

・安全保障貿易管理への対応状況（様式４、必要に応じて様式５） 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等）（コンソーシアム形式による申請

の場合は、幹事法人及び共同研究機関のもの） 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し（コンソーシアム形式による

申請の場合は、幹事法人は必須） 

・直近の財務諸表（３年分）（コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事法人及

び全ての共同研究機関が対象） 

提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

ただし、事業概要については公表します。なお、応募書類は返却しません。 
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② 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、申請書、企

画提案書、事業概要、会社概要等が確認できる資料（パンフレット等）、競争参加資

格審査結果通知書（全省庁統一）の写し及び直近の財務諸表の作成費用は支給されま

せん。 

③ 採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合に

は、不採択となることがあります。 

④ 今回の公募では、応募受付期間内に、以下の「（４）応募書類の提出先」に基づく応

募書類の提出が必要です。 

 

（４）応募書類の提出先 

応募書類はメールにより１８．記載の E-mailアドレスに提出してください。 

なお、御提出の際は、件名（題名）を必ず「【応募書類提出】福島国際研究教育機構

の委託研究について（令和５年度 廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への応用事

業）」としてください。 

応募書類の容量が大きい場合は、機構より大容量ファイル転送サービス

（PrimeDrive）のアップロードリンクをメールによりお送りしますので、件名（題名）

を「【大容量ファイル送付】福島国際研究教育機構の委託研究について（令和５年度 廃

炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への応用事業）」とし、応募書類の容量が大きい旨

のメールをお送りください。 

メールを機構で受信して３営業日（土、日曜日、祝日を除く）以内に受信した旨の

メールをお送りしますので、メール送信後に３営業日以内に受信した旨のメールが機

構より送信されない場合には、１８．記載の電話番号へその旨の御電話をお願いいた

します。 

※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、募集要領等を熟読の上、

留意して記入してください。 

 

（５）researchmapへの登録 

researchmap（https://researchmap.jp/）は日本の研究者総覧として国内最大級の研

究者情報データベースで、登録した業績情報は、インターネットを通して公開すること

もできます。また、researchmapはｅ－Ｒａｄや多くの大学の教員データベースとも連携

しており、登録した情報を他のシステムでも利用することができるため、研究者の方が

様々な申請書やデータベースに何度も同じ業績を登録する必要がなくなります。 

researchmapで登録された情報は、国等の学術・科学技術政策立案の調査や統計利用目

的でも有効活用されておりますので、本事業実施者は、researchmapに登録くださるよう、

御協力をお願いします。 
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１４．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、審査委員会で審査を行い決定します。なお、応募期間締切後に、

必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

①「１０．」の応募資格を満たしているか。 

②本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

③本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

④提案内容が、「１．」本事業の目的に合致しているか。 

⑤福島の復興及び再生の推進に資する提案となっているか。また、福島国際研究教育機

構基本構想及び基本計画を踏まえた提案となっているか。 

⑥事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

⑦事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 

⑧将来の機構専属の PIの養成について考えられているか。 

⑨研究成果の将来的な事業展開が考えられているか。 

⑨産業化へのロードマップが考えられているか。 

⑩人材育成の取組に係るロードマップが考えられているか。（この事業については本項目

も審査する。） 

⑪コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く考

慮し、適正な積算が行われているか。 

⑫ダイバーシティの取り組みが推進されているか。 

⑬適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報に接す

ることがないか。 

⑭事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、再委託（委託業

務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同

じ。）を行っていないか。 

⑮事業費総額に対する再委託費（※）の割合が３０％を超えないか。超える場合は、相

当な理由があるか（「再委託費率が３０％を超える理由書」を作成し提出すること）。 

※ここでの再委託費とは各事業内容の全てを他の事業者に委託するために必要な経

費であり、各事業内容の実施に当たり、業務の一部を他の事業者に再委託又は外

注するために必要な経費は含まれません。（例えば、採取した試料の分析作業、デ

ータベースへのデータ入力作業、ヒアリング調査作業などを外注するために必要

な経費は含まれません） 

※コンソーシアム形式の場合、各共同研究機関が担う各事業内容の全てを、各共同
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研究機関から更に、他の事業者に再委託するために必要な経費となります。 

⑯コンソーシアム形式による申請の場合は、参画する研究機関等それぞれの業務分担関

係が明確になっているか、当該業務を当該研究機関等が担うに相当な理由があるか（「コ

ンソーシアム形式による実施体制について」を作成し提出すること）。 

 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、機構のホームページで公表するとともに、当該申請

者に対しその旨を通知します（コンソーシアム形式による申請の場合は、コンソーシ

アムを構成する全機関名を機構のホームページで公表します）。 

なお、通知の際に、必要に応じて、研究の実施に当たって見直しが必要とされた事

項等をお知らせします。見直しが必要とされた事項等については、委託予定先の研究

代表者に試験研究計画等の修正を行っていただきます。修正を行っていただけない場

合は委託契約を行いませんのでご留意ください。 

 

１５．契約について 

採択された申請者について、機構と提案者との間で委託契約を締結することになります

（コンソーシアム形式による申請の場合は、機構とコンソーシアムの幹事法人との間で委託

契約を締結することになります）。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、機構と

の協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始と

なりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委

託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

契約条項は、基本的には以下の内容となります。 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/consignment_contract.pdf 

 

また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、機構の作成する委託業務事務処理

マニュアルに従って処理していただきます。 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/consignment_processing_manual.pdf 

 

  なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、

情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

１６．経費の計上 

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 



18 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に

出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力等に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、耐用年数１年以上かつ取

得価格 50万円以上のもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、耐用年数１年未満又は取得価格 50 万円未満で、当該事業

のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料

金が算出できる場合） 

設備の修繕・保守費 

翻訳通訳、速記費用 

文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

Ⅲ．再委託・外注

費 

受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に再委託するために必要な経費 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経

費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の

条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 
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※ なお、上記の各項目に「国民との科学・技術対話」の遂行に直接必要な経費を含める

ことができます。 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１７．その他 

（１）実施期間内に、機構と調整の上、研究活動の一環（研究のアウトリーチ等）として、

研究テーマ上可能な人材育成の取組（大学院生等への研究指導、出前授業等）を積極的に

検討してください（※）。なお、当該取組の一つとして、例えば、研究テーマに沿った出

前授業等を 15市町村をはじめとする福島県内の学校などを対象に実施する場合は、その実

施上の教材・プログラム等を作成の上、実施してください。 

 （※）令和３年 11月 26日復興推進会議における内閣総理大臣指示による。 

 

（２）実施期間内に、次のいずれかを実施していただく方針です。 

・機構が指定するシンポジウム等に参加すること。 

・15 市町村をはじめとする福島県内において、本事業にかかる実証事業を実施する

こと。 

・15 市町村をはじめとする福島県内において、本事業又は本事業に関連した打ち合

わせや実験などを、福島県内の研究機関、企業等と連携し、行うこと。 

また、機構と調整の上、できるかぎり研究設備は 15市町村をはじめとする福島県内に

設置し、設置場所に研究チームが滞在するように努めてください。 

 

（３）事業終了後、提出された実績報告書に基づき、原則、現地調査を行い、支払額を確定

します。支払額は、委託契約額の範囲内で、事業に要した費用の合計となります。調査

の際には、全ての費用を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。

当該費用は、厳格に審査し、事業に必要と認められない経費等については、支払額の対

象外となる可能性もあります。 

 

１８．問い合わせ先 

〒979－1521 福島県双葉郡浪江町⼤字権現堂字⽮沢町６番地１ 
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福島国際研究教育機構 研究開発推進第一課 

担当： 渡辺 

E-mail： F-REI_pa_robotics@f-rei.go.jp 

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。 

お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「【問い合わせ】福島国際研究教育機構の委

託研究について（令和５年度 廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への応用事業）」と

してください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答できない場合があります。 

 なお、応募書類受領をお知らせするメールが３営業日以内に届かない場合は、 

 TEL： ０２４０－４１－９９８６ 

 にお問い合わせください。 

以上 


